


３～８ﾍﾟｰｼﾞ

９・１０ﾍﾟｰｼﾞ

１１～３１ﾍﾟｰｼﾞ

取り組み

番号

取り組み項目（重点事項ごと①～） 主管課／掲載ﾍﾟｰｼﾞ

取り組み

番号

取り組み項目（重点事項ごと①～） 主管課／掲載ﾍﾟｰｼﾞ

　３　人事管理の推進

10 ①勤務評定制度の活用 総務課　 　　　　　　　２７ﾍﾟｰｼﾞ

11 ②人件費の見直し 総務課　 　　　　　　　２８ﾍﾟｰｼﾞ

2 ②学校給食運営のあり方の検討 学校教育課　　　　　１６ﾍﾟｰｼﾞ

3 ③指定管理者制度の導入推進 企画政策課　　　　　１７ﾍﾟｰｼﾞ 12 ①町民との意見交換の推進 協働文化推進課　 　２９ﾍﾟｰｼﾞ

　２　町民との協働の推進

13 ①審議会等への町民参加の推進 協働文化推進課　 　３０ﾍﾟｰｼﾞ

　２　財源の確保と経費の縮減 14 ②町民ボランティア制度の確立 協働文化推進課　 　３１ﾍﾟｰｼﾞ

6 ②公共下水道使用料の見直し 下水道課　　　　　　 ２３ﾍﾟｰｼﾞ

7 ③公共下水道への接続促進 下水道課　　　　　　 ２４ﾍﾟｰｼﾞ

8 ④医療費の負担軽減 保険年金課　　　 　 ２５ﾍﾟｰｼﾞ

9 ⑤町債残高の縮減 財政課　　　　　　 　 ２６ﾍﾟｰｼﾞ

④外部評価の実施

重点事項

4 企画政策課　　　　　１８ﾍﾟｰｼﾞ

　１　簡素で効率的な行財政運営の推進

　１　広聴の推進と町民サービスの向上

基本項目

重点事項

1

　取り組み項目ごとの実績とその総括

①外郭団体の補助の見直し

　１　簡素で効率的な行財政運営の推進

 《 目 次 》

　１　事務事業の見直し

　２　町民との関わりを重視した行政の推進

　【参考資料】　取り組み項目別　各年度のスケジュールと取り組み状況の詳細

　目標額・効果額に関するまとめ

5 ①徴収金収納率の維持向上

福祉課　　　　　　　　１２ﾍﾟｰｼﾞ

高齢介護課　　　　　１３ﾍﾟｰｼﾞ

産業振興課　　１４、１５ﾍﾟｰｼﾞ

収納対策課　 　 　　１９ﾍﾟｰｼﾞ

保険年金課　 　　　 ２０ﾍﾟｰｼﾞ

高齢介護課　　 　　 ２１ﾍﾟｰｼﾞ

子ども青少年課　　 ２２ﾍﾟｰｼﾞ

基本項目
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《取り組み項目ごとの実績とその総括》

　補助額としては、補助のあり方の見直しを行い、大幅な削減を実施した。し

かしながら、商業振興や工業振興、農業や観光との連携など、これから商工

会に担っていただく部分は多くあるため、これからも補助金の増減は考えら

れる。あるいは、委託料として新規に計上することも考えられるが、いずれに

しても、本来町が担うべき業務と商工会が自主的に行うべき業務など、補助

に係る町の考え方をしっかりと持ち、協議や指導を適切に行えるよう町内部

の意思統一を図り、取り組んでいく。

　補助のあり方や事務局体制等を見直すことにより補助額の削減を図るとと

もに、自主財源の確保として受注増に関する提案、指導を行った。新規職種

拡大として26年度から実施している企業への派遣事業については、企業の

ﾆｰｽﾞとのﾏｯﾁﾝｸﾞが可能なのか、今後も継続して検討を行っていく。

予定どおり

 基本項目

 重点事項

平成24年度 平成25年度 平成26年度

総括

実績 実績 実績

実施 実施 実施

 1 簡素で効率的な行財政運営の推進

 1 事務事業の見直し

実施 実施 実施

予定どおり 予定どおり 予定どおり

社会福祉

協議会

　社協と協議を重ね、各事業の見直しや財源確保の検討を行い、人件費補

助から事業費補助へ転換を行うとともに、新規事業の検討を指導し、主に次

のような成果をあげた。

　　　・法人後見事業（平成26年度開始）

　　　・成年後見相談事業（平成27年度開始予定）

　　　・福祉有償運送事業（平成27年度開始予定）

　　　・常務理事制度の廃止（平成27年度から）

　今後においても、社協職員の福祉に関する専門性を活かし、社協の体制強

化と合わせ自主財源を確保するため、町から提案した新規事業の検討状況

について、引き続き確認を行っていく。

進捗進捗進捗

目標目標目標

　取組項目

　　【取組の内容】

達成

／

未達成

の別

年度別の詳細

目標

達成

実施

予定どおり 予定どおり 予定どおり

達成

実施 実施 実施

予定どおり 予定どおり

実施

実施 実施 実施

補助のあり方

の見直し

観光協会

実施 実施

達成

実施 実施

ｼﾙﾊﾞｰ人材

ｾﾝﾀｰ

実施 実施

商工会

①外郭団体の補助の見直し

【社会福祉協議会、ｼﾙﾊﾞｰ人材

ｾﾝﾀｰ、商工会、観光協会に対

する補助金について、人件費部

分の精査により平成24、25年度

は5％の削減を図るとともに、事

業費補助への転換を進め、各

団体にある程度の自立を求め

ながら、経費の改修や収益の

増を図れるような運営体制をつ

くることにより、さらに補助額の

見直しを図る。】

　《第6次行政改革プラン

　　　　　　 モニタリング項目》

補助のあり方

の見直し

補助のあり方

の見直し

補助のあり方

の見直し

達成

　観光協会への補助事業については、観光協会が自立に向けた取組みをよ

り一層進め、町の観光振興を牽引するためには、事務局体制の充実や観光

案内所等の設置に係る町からの支援が一定期間必要であると判断したた

め、補助拡充という町の方針を決定した。

　平成26年度末に寒川駅前に案内所兼事務所を開設し、平成27年度からは

事務局長ｸﾗｽを含め2名の正規職員を採用することとなった。一般社団法人

化、事務所の独立、常勤職員という組織体制の一層の充実が図られたこと

になり、駅前という立地や土日開業、ｼﾞｪｲｺﾑとの併設によるﾒﾘｯﾄを生かした

事業運営が期待できる。

　しかしながら、観光協会には町の意向に沿って活動するという意識がある

ため、町と対等の立場で独立した組織であり、独自の事業展開を進めるよう

意識改革を促し、その結果として、将来における観光協会のあり方（ｱｸｼｮﾝﾌﾟ

ﾛｸﾞﾗﾑ）について、ｽﾋﾟｰﾄﾞ感を持って整理してもらうよう、取組みを進める。

実施 実施 実施

予定どおり 予定どおり 予定どおり

実施

　取り組み項目２０項目のうち、１６項目を達成１６項目を達成１６項目を達成１６項目を達成　　　　（達成率８０％）
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 基本項目

 重点事項

　取組項目

　　【取組の内容】

目標

達成

／

未達成

の別

年度別の詳細

総括

平成24年度 平成25年度 平成26年度

目標 目標 目標

実績 実績 実績

進捗 進捗 進捗

④外部評価の実施

【選定した事業について外部評価を行い、町の

各事業が効率的に行われ、町民の役に立って

いるかを確認し、その結果に基づき、町は各事

業の見直しを行い、効率改善や経費削減などを

進めていく。】

達成

12事業 12事業 12事業
　3ヶ年を通し、目標どおり外部評価を実施することができたが、平成26年度

に実施した施策ﾚﾍﾞﾙでの評価については、内部評価・外部評価ともに初め

ての試みであったため、その精度や有効性に課題が残った。

　今後については、施策評価の実施頻度やわかりやすい評価手法について

研究を行い、実施を重ねることで熟度を高めていく。

予定どおり 予定どおり 予定以上

12項目

（17事業・経費）

12項目

（14事業・経費）

16事業

（2施策）

外部評価を

行う事業数

給食運営の

今後のあり方

を決定

達成

検討 方針決定

②学校給食のあり方の検討

【町の学校給食運営に関して、センター方式や

民間委託等の可能性を、施設の老朽化対策や

中学校の完全給食かなどとあわせて検討し、今

後のあり方を決定する。】

―

　内部検討会の調査・研究を踏まえて教育委員会としての方針を決めること

に時間がかかったことが原因で、ｽｹｼﾞｭｰﾙどおりに進めることができなかっ

たという課題は残ったが、町長部局と調整作業を重ね、「小学校は現在の自

校方式の継続、中学校はﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ給食の実施」という町としての基本方針を

計画期間内に決定することができた。各方面の意見を聞きながら、慎重に共

通理解を図る必要がある大事業であるため、内容的には有効な取組みを進

めることができた。

　今後については、実施に向けた必要作業（ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ業者の選定や改修工事

の実施）を計画的に進めるとともに、児童（高学年）･生徒及びその保護者へ

の説明を丁寧に行っていく。

予定どおり 遅れ 遅れ

検討 検討 方針決定

③指定管理者制度の導入推進

【公の施設について、施設の特性を考慮したう

えで、指定管理者制度の導入を図る。】

達成

2施設に導入 ― ―

　目標どおり、平成24年度から2施設に指定管理者制度を導入し、経費削減

を図るとともに、民間を活用した公共ｻｰﾋﾞｽの向上という点においても、適正

に運営ができている。

　しかしながら、町営ﾌﾟｰﾙにおいては平成25年7月の床面隆起により平成26

年度から休止しており、また、総合体育館については平成26年度末に共同

事業体のうちの1社から事業撤退の申し出があるなど、今後の制度活用に係

る課題も明らかになった。

　第6次行政改革ﾌﾟﾗﾝにおいても指定管理者制度の活用を項目として掲げて

いることから、今後は、施設老朽化への対応や指定管理者の経営状況に係

る把握などの対策を「指定管理者制度導入等に係る基本方針」に盛り込み、

堅実な制度運営を図ることができるよう体制を整え、本制度の推進に取り組

む。

予定どおり ― ―

2施設に導入

 （導入した施設

 　について管理

 　を継続）

 （導入した施設

 　について管理

 　を継続）

指定管理者

制度導入に

おける公募

施設数
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 2 財源の確保と経費の節減

 基本項目

 重点事項

　取組項目

　　【取組の内容】

目標

達成

／

未達成

の別

年度別の詳細

総括

平成24年度 平成25年度 平成26年度

目標 目標 目標

実績 実績 実績

進捗 進捗 進捗

収納率

収納率

　介護保険料は、特別徴収の方法が多く、収納率としては90％台を保つこと

ができている。その中で滞納となる案件については、65歳到達の段階で普通

徴収時の支払いもれ、または低所得者であって支払いが困難な場合が多

い。

　65歳到達の段階で未納をなくしておかないと、その後介護ｻｰﾋﾞｽを受けよう

とした時に給付制限の対象となってしまうこともあるため、各年度の65歳到達

の方に重点的に接触し、滞納とならないように納付を促した。低所得者につ

いては、できる限り接触し、納付相談するように努めた。

　今後においても、滞納繰越とならないよう、現年度滞納整理を強化するとと

もに、滞納が浅いうちからの手紙送付や訪問等での対応、また、滞納した場

合の給付制限に係る周知などの取り組みを進めていく。

　各保育園での出張徴収やコンビニ収納の開始、収納対策課への移管等に

より、平成24・25年度は収納率が向上したが、平成26年度は個別交渉が結

果に結びつかず、前年度を上回ることができなかったものの目標値を上回る

ことはできた。

　今後においても、未納額が少ないうちから保護者の状況を把握し、納付計

画を立てる等の対応を進めることで計画的な納付に繋げ、滞納繰越の抑制

に努める。

94.15% 95.84% 95.07%

95.00%

介護保険料 達成

95.75% 95.85% 96.00%

収納率

予定以上 予定以上 予定以上

保育料 達成

92.96% 92.98% 93.00%

予定以上 予定以上 予定以上

97.18% 97.47% 97.70%

　基準値とした平成22年度の収納率94.27％をいかに上昇させるか、あらゆ

る手段を試みた結果、左記のとおり目標を上回ることができた。

　その要因は大きく次の3点である。

　　　①平成25年4月に収納対策課を新設し、滞納を減らすという町の姿勢を

　　　　　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞや広報等で対外的に知らしめた。

　　　②収納対策課（滞納整理ﾁｰﾑ）の職員が厳正な滞納処分を実施した。

　　　③未納者に対して早期のｱﾌﾟﾛｰﾁを行った。

　 また、このほかに、県徴収対策課の職員が毎年4ヶ月間、短期派遣職員と

して滞納整理を進めたことも町税の収納率に大きな影響があった。

　今後においても、滞納整理の早期着手と滞納処分により、滞納額の縮減と

収納率の向上を図る。

予定以上 予定以上 予定以上

国民健康

保険料

達成

75.50% 75.70% 76.00%

収納率

　主に次のような取り組みを行い、目標を大きく上回ることができた。

　　　・徴収事務支援業務委託（H23～H25）において、徴収ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰのﾉｳﾊｳ

　　　　を活用した滞納整理に係る職員の能力向上を図った。

　　　・ｺﾝﾋﾞﾆ収納の実施（H24.6月～）

　　　・休日納付相談の実施

　　　　　　（来庁者数→H24：104件、H25：132件、H26：117件）

　　　・滞納処分の実施

　　　　　　（差押件数→H24：100件、H25：70件、H26：130件）

　　　・過払い金取立訴訟に勝訴（H25.9月）

　今後においても、現年収納率向上や債権差押えの強化に取り組んでいく。

予定以上 予定以上 予定以上

95.73% 96.22% 96.75%

82.50% 83.28% 83.60%

税 達成

94.60% 94.80%

①徴収金収納率の維持向上

【催告の早期通知や分納の推

奨などをはじめ、ｺﾝﾋﾞﾆ収納の

実施拡大、収納ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰが持

つﾉｳﾊｳの導入、差押えの実

施、また、他自治体の成功事例

の研究・導入などにより収納の

増を図る。】

　《第6次行政改革プラン

　　　　　　 モニタリング項目》
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使用料の

見直しの

実施

　水洗化率

 （戸数を基に

   した接続率）

②公共下水道使用料の見直し

【下水道使用料について、受益と負担のﾊﾞﾗﾝｽ

や下水道会計の経営の面から検証し、見直しを

行う。】

達成

方針決定 実施 ―

　平均9．5％の改定率により目標とした額を達成することができた。

　今後については、使用料の見直し時期を判断し、改定率の設定を行う。

予定どおり 予定どおり ―

方針決定

③公共下水道への接続促進

【下水道供用開始区域における下水道未接続

の家屋、事業所に対し、各戸訪問や通知等によ

り接続の促進を行い、水洗化率（接続率）を上

げるとともに、下水道使用料の増収を図る。】

達成

93.62% 93.71% 93.80%

　戸別訪問などの取り組みを進め、水洗化率の目標を上回ることができた。

（戸別訪問による接続件数は3年間で84件）

　今後の課題としては、排水設備工事が困難な未接続者（金銭的理由により

工事ができない、建物の老朽化が原因で工事に取り組めない、等）に対する

促進があり、検討を行っていく。

予定以上 予定以上 予定以上

94.78% 95.21% 95.49%

達成

7億円

（206億円）

11億円

（195億円）

12億円

（183億円）

　平成24年度～平成26年度においては、町債残高の縮減に向け、ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ

ﾊﾞﾗﾝｽに着目し町債の新規発行抑制と町債残高の縮減に努めてきた。期間

全体の目標額（町債残高縮減に伴う利子分の減）を「6,000万円」と設定した

が、実績としては3年間で「6,434万円」を縮減することができ、また、平成26年

度末町債残高においても、目標183億円に対し実績177億円となり、目標を大

きく上回る成果を上げることができた。

予定以上 予定以上 予定以上

実施

（継続して実施）

④医療費の負担軽減

【病気の予防、早期発見・早期治療を勧めること

を第一としながら、保険給付の適正化に向けた

取組みの一つとして、後発医薬品への切り替え

により一定の削減効果が得られる被保険者に

対し、負担額の差を通知して、切り替えを奨励

し、医療費負担の軽減と国保財政の健全化を

図る。あわせて、医療機関等にも切り替えの奨

励について協力を仰ぐ。】

達成

検討 実施 実施

　後発医薬品の利用促進に向けた周知はだいぶ進んだと思われるが、小規

模の薬局では後発医薬品の在庫を揃えるのが難しい等の課題がある。利用

の更なる促進に向け、対象者の理解を得るための方法を検討する必要があ

る。

　また、取組項目である「医療費の負担軽減」に関し、他の方法（ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ活

用による分析や保健指導）にも継続して取り組んでいく。

予定以上 予定どおり 予定どおり

実施 実施 実施

後発医薬品

の利用促進

通知の実施

年度末町債

残高縮減額

（ｶｯｺ内は年度

末町債残高）

⑤町債残高の縮減

【町債の新規発行を極力抑え、ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰﾊﾞﾗﾝｽ

（公債費関連の歳入、歳出を除いた基礎的財政

収支）の黒字化を維持していく。】

　※目標値については平成23年度末の参考数

　　 値（213億円）を基準値として、実績値につ

　　 いては平成23年度決算額（209億円）を基

　　 準値として算出。

目標 目標

実績 実績 実績

進捗 進捗 進捗

8億1,700万円

（200億

　　9,400万円）

10億7,000万円

（190億

　　3,000万円）

13億3,000万円

　（177億円）

 重点事項

　取組項目

　　【取組の内容】

目標

達成

／

未達成

の別

年度別の詳細

総括

平成24年度 平成25年度 平成26年度

目標

 基本項目
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人件費の平

成22年度決

算額の5％相

当額を平成

26年度にか

けて見直す

見直し実施 見直し実施 見直し実施

未達成

　　　（※）

見直し実施 見直し実施 見直し実施

　平成22年度から25年度までの4年間、緊急財政対策により給与の減額措

置を実施し、約1億9,500万円(24，25年度では1億円)の人件費を削減した。平

成26年度において財政状況の好転等により一般職については一旦終結した

が、一般職の住居手当の適正化を実施した。今後も漫然と人勧等に準拠す

るのではなく、社会情勢に素早く適応するための給与制度の基礎となったと

認識している。また、県内類似団体最少ﾚﾍﾞﾙの定員を維持することにより、

人件費総額のｽﾘﾑ化を達成している。

　今後については、平成27年度以降に定年延長が実施されることが予想さ

れ、高年齢者の公務部内残留に伴う人件費増加を抑制する必要があるた

め、動向の注視が必要である。また、総人員の効果的な削減を実現するた

めには、特に教育委員会所管の施設（公民館・図書館）の指定管理化又は

業務委託の導入が不可欠である。

　　　　　　（※）見直しは予定どおり実施しているが、目標に対する達成度と

　　　　　　　　　 しては算定誤りにより未達成となる。 （その理由については

　　　　　　　　　 「目標額・効果額に関するまとめ」参照）

予定どおり

 2 人事管理の推進

総括

①勤務評定制度の活用

【職員の能力向上や意識及び勤労意欲を高め

るため、目標管理に基づいた勤務評定を行い、

その結果を能力開発や処遇、給与などに効率

的に活用する。】

未達成

15％

（管理職対象）

100％

（全職員対象）

―

　参事、課長、主幹級職員について、平成24年12月支給分の勤勉手当から

評価結果を成績率に反映させた。

　平成25年6月からは、従来の勤務評定制度を全面的に改め、重点目標管

理を軸とする人事評価制度を構築、運用を始めた。

　制度自体については、地方公務員法の一部を改正する法律が施行され、

平成28年度から人事評価が義務化されることとなったが、研修講師、システ

ム開発事業者からも現制度の実効性をある程度保障されており、今後も法と

の整合性を図るとともに、実務上の適用関係を注視しながら制度の改善を進

める。

　結果的に予定より遅れが生じることとなったが、他団体の状況等を見ても、

全職員を処遇反映の対象とする目標自体が、時期尚早であったといわざる

を得ない。今後、副主幹以下への処遇反映については、人事評価システム

の導入を軸に、制度の信頼性のさらなる向上が必要である。（関係団体に

は、引き続き理解を求めていく。）

予定どおり 遅れ 遅れ

13.6％

（管理職を対象

に実施）

13.6％

（管理職を対象

に実施）

15.1％

（管理職を対象

に実施）

勤務評定を

昇給、勤勉手

当支給率に

反映させる者

の割合

予定どおり 予定どおり

目標

達成

／

未達成

の別

年度別の詳細

進捗 進捗 進捗

②人件費の見直し

【人件費全体の中で財政状況を勘案した見直し

を行う。】

　《第6次行政改革プランモニタリング項目》

 基本項目

 重点事項

　取組項目

　　【取組の内容】

平成24年度 平成25年度 平成26年度

目標 目標 目標

実績 実績 実績
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まちづくり

懇談会

開催回数

（参加人数）

《上段》

公募数に対する

参加数の割合

《下段》

公募対象の審議

会等委員数に対

する公募委員参

加数の割合

制度の確立

及び

登録団体数

 基本項目

 重点事項

　取組項目

　　【取組の内容】

目標

達成

／

未達成

の別

82.9％

17.3％

82.1％

17.5％

79.5％

15.9％

 2 町民との協働の推進

①審議会等への町民参加の推進

【公募の定員を満たしていない審議会等に関し

て、審議の内容や生活にどう関わるかなどの情

報提供や説明を町民に向けて行うなどにより、

町政への関心を高めてもらい、参画を促す。】

未達成

92.5％

18.7％

100％

20.2％

100％

20.2％

　これまで、寒川町審議会等の公募委員の選考に関する規則の改正や、応

募時に提出する「小論文」を、ﾃｰﾏに対する「私の考え」とし、文字数も200～

400字程度に統一するなど、公募委員経験者にも新たな応募者にも応募しや

すい環境となるよう努めてきたが、公募委員の定員に対して100％の参加を

得ている状態とはなっていない。若い世代の参画に向けた取り組みも必要で

あるが、仕事や子育て等の状況により参画が難しい状況と考えられる。

　今後も、女性や子育て世代の公募委員への参加を促すような仕組み（寒川

町ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰや保育ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活用など）を検討するとともに、各審

議会所管課において必要に応じた夜間・休日の会議開催、保育対応のほ

か、議会でも提案のあった人材ﾊﾞﾝｸなどの調査を行うなどしながら、効果的

な手法を組み合わせ、取り組みを進めていく必要がある。

遅れ 遅れ 遅れ

②町民ボランティア制度の確立

【行政で所管し管理している公共施設、その他

の財産について、地域の団体や個人に維持、

管理を委ねる仕組みをつくり、地域における町

民のまちづくりへの参加を求めていく。】

未達成

制度確立 3団体 3団体

　本取り組み項目については、「行政で所管し管理している公共施設、その

他の財産について、地域の団体や個人に維持、管理を委ねる仕組みをつく

り、地域における町民のまちづくりへの参加を求めていく」という内容である

が、公共施設の維持管理をﾎﾞﾗﾝﾃｨｱで行う制度は、受ける団体側としてもﾊｰ

ﾄﾞﾙが高いと考えられるため、その足がかりとして町内のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体の把

握や活動の促進、情報の共有化等を行うと共に、団体相互のﾈｯﾄﾜｰｸ化の

支援を行うことなど視野に入れながら、寒川町ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等登録制度を創

設した。登録団体数は少しづつ増加しており、現段階では公共施設の維持

管理にまでは発展していないが、今後も登録制度の継続を続けながら、公共

施設の維持管理を担えるような団体の登録があれば相談していく。また、平

成27年度から開始した協働事業提案制度に当該登録制度を活用するなどの

検討を行っていく。

　あわせて、社会福祉協議会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰと町内のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動や町民活

動に関する支援の方向性や業務、役割等の調整を、引き続き進めていく必

要がある。

遅れ 遅れ 遅れ

目標に至らず 目標に至らず 目標に至らず

 2 町民との関わりを重視した行政の推進

 1 広聴の推進と町民サービスの向上

達成（※）

4回

（180人）

4回

（216人）

4回

（240人）

　まちづくり懇談会については、地域の住民と行政が、お互いの役割を認識

しながら地域の課題解決へ向け話し合うため開催してきた。当初は町民の側

からは、町に対する意見要望が多かったが、会を重ねる毎に、地域の町民

同士が意見を交換したりすることも多くなり、地域の課題共有、解決へ向けて

の意識を持っていただく基盤をつくることができてきたと考える。さらに、通常

の懇談会とは対象を変えた特別企画の開催により、多様な意見交換等を行

うことができている。

　地域集会所を中心として開催しているため、主たる参加は自治会の関係者

となりがちだが、老人ｸﾗﾌﾞや地域の民生委員児童委員、PTA、子ども会、ﾎﾞﾗ

ﾝﾃｨｱ活動をしている方など、地域の多様なｺﾐｭﾆﾃｨからの参加をいただけた

地域もあった。今後も、多種多様な地域団体から参加していただけるよう取

組みを進める。

　　　　　　　　　　　（※）3年間の取組みとして、最終年度の結果をもって判断

《開催回数》

　　予定どおり

《参加人数》

　　　　　　遅れ

《開催回数》

　　　予定以上

《参加人数》

　　　　　　遅れ

予定以上

①町民との意見交換の推進

【地域における懇談、対話を通じて町民の生の

声を聞き、町政に活かすとともに、行政情報に

ついて町民との共有を図ることにより説明責任

を果たす。】

4回

（149人）

6回

（193人）

6回

（347人）

年度別の詳細

総括

平成24年度 平成25年度 平成26年度

目標 目標 目標

実績 実績 実績

進捗 進捗 進捗

8



目標額

効果額

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

２，５００万円の減

　４８１万円の減 　３０４万円の減 　６０９万円の減

社会福祉協議会 ： １８６万円の減

ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ ： 　５０万円の減

商工会 ： ４４５万円の減

観光協会 ： ２００万円の増

社会福祉協議会 ： １１４万円の減

ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ ： ３６２万円の減

商工会 ： ４８６万円の減

観光協会 ： ６５８万円の増

社会福祉協議会 ： ４４２万円の減

ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ ： ５０６万円の減

商工会 ： ５８３万円の減

観光協会 ： ９２２万円の増

３，０００万円の減

４，２１８万円の減

　１，４０４万円の減 　１，７０９万円の減 　１，１０５万円の減

４，０００万円の減

２，３７１万円の減

　１，３７６万円の減 　９９５万円の減

８，０００万円の増

　１億５，９０５万円の増 　１，９９３万円の増 　１億６，９８３万円の増

税 ： ４，３７３万円の増

国保 ： ７，７３０万円の増

介護 ： ３，５７２万円の増

保育 ： 　　２３０万円の増

　税 ： ２，７０１万円の減

国保 ： １，６５２万円の増

介護 ： ２，５４０万円の増

保育 ： 　　５０２万円の増

　税 ：１億５，３４５万円の増

国保 ：　　 １，２７０万円の減

介護 ：　　 ３，０８７万円の増

保育 ：　　　　 １７９万円の減

１億円の増

１億６，８５９万円の増

　６，９３７万円の増 　９，９２２万円の増

２，４００万円の増

５３６万円の増

　２４１万円の増 　１１９万円の増 　１７６万円の増

　　目標額 ５億４，９００万円 に対し、６億９，４９９万円

６億９，４９９万円６億９，４９９万円

６億９，４９９万円の効果額 　（達成率１２６．６％）

達成率　55.76％

達成率　55.76％達成率　55.76％

達成率　55.76％

　観光協会が事業の受託や特産品の販売、会員の拡充な

ど、自立に向けた取組みをより一層進めるためには、事務

局体制の充実や観光案内所等の設置に係る町からの支援

が一定期間必要であると判断し、補助拡充という町の方針

を決定したため。

達成率

（目標未達の理由）

《目標額・効果額に関するまとめ》

算出根拠と内訳

　基準値とした平成２２年度決算額と、取り組んだ結果として各実施年度の翌年度当初予算額とを比較し

たもの。

①徴収金収納率の

　　維持向上

達成率　168.59％

達成率　22.33％

達成率　22.33％達成率　22.33％

達成率　22.33％

　下水道使用料は水道使用量に直結していることから、町

民の節水意識や水不足等を要因として水道使用量が変動

してしまうため、下水道への接続率は大幅に目標を上回っ

ているものの、単純に下水道使用料の大幅な増額には繋

がらなかった。また、目標額の試算については、事業所を

含めた使用料収入総額を各家庭戸数で割って1戸あたりの

平均使用料を出し、それに戸数を基にした接続率の目標値

をかけたという、当初の試算根拠に誤りもあった。

１，３９４万円の減

　当該年度の接続世帯数の増加分に使用月数及び使用量の平均値として２千円を乗じたもの。

　平成２４年度から公募により制度導入した寒川総合体育館及び町営プールの指定管理料について、平

成２３年度と各年度の当初予算額を比較したもの。

　評価後の町の方針について「増額・現行・減額・なし」の区分のうちから「減額・なし」と定めたものに関

し、当該年度と翌年度の当初予算額を比較したもの。

３億４，８８１万円の増

　平成２４年度の効果額は、各徴収・収納額について基準値とした平成２２年度決算額と平成２４年度決

算額を比較したもの。平成２５・２６年度は、前年度決算額と当該年度決算額を比較したもの。

　下水道使用料収入額について、基準値とした平成２２年度決算額と当該年度決算額とを比較したもの。

（平成２６年度分の算出においては、平成２７年度から公営企業となったことに伴い、旧官公庁会計方式

に則った平成２６年度決算相当見込額との比較）

達成率　140.6％

達成率　59.28％

達成率　59.28％達成率　59.28％

達成率　59.28％

　外部評価については、簡素で効率的な行財政運営と健

全な財政運営を目指して事業等の見直しを行うことが目的

であり、ｺｽﾄ削減が一義的なものではないことから、評価結

果を受け、町の方針として予算を減額すべきとしたものに

関し、副次的な効果として捉えた。また、平成26年度におい

ては、町総合計画後期基本計画第2次実施計画の策定に

あたり、新たな取り組みとして施策単位での評価を実施し

たことにより、予算額という区分では評価を実施せず、効果

額を図ることができなかった。

達成率　436.01％
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基本

項目

重点

事項

取り組み項目

③指定管理者制度

　　の導入推進

④外部評価の実施

②公共下水道使用

　　料の見直し

③公共下水道への

　　接続促進
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目標額

効果額

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

４，０００万円の減

６６７万円の減

　７６万円の減

　１６７万円の減

　（平成２４年度からの累計効果額）

　６６７万円の減

　（平成２４年度からの累計効果額）

６，０００万円の減

６，４３４万円の減

　１，６３４万円の減 　２，１４０万円の減 　２，６６０万円の減

１億５，０００万円の減

２，１３９万円の減

　２，３８３万円の減 　４，２２９万円の減 　４，４７３万円の増

５億４，９００万円

６億９，４９９万円

１
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　当該年度末と前年度末における記載残高を比較し、差分を縮減額としたうえで、その縮減額に掛かる利

子の減を効果額としたもの。

達成率　107.23％

取り組み項目

算出根拠と内訳

達成率

（目標未達の理由）

基本

項目

重点

事項

達成率  　14.26％

達成率  　14.26％達成率  　14.26％

達成率  　14.26％

　目標額については、緊急財政対策に伴う給与の削減措

置を平成22年度と同様に3年間継続するという試算であっ

たが、効果額の測定に関し、すでに削減を実施していた平

成22年度の人件費決算額を基準値にして各年度の人件費

決算額との比較で削減額を測るという仕組みとしてしまった

ことから、給与の削減を平成25年度まで継続したものの、

想定した差額は生じないという結果になってしまった。

　各年度の効果については、平成23年に「寒川町職員の住

居手当の支給に関する規則」を改正したことにより、平成

24・25年度は効果額が発生しているが、平成26年度は一般

職の給与の削減措置（管理職5～6％、その他2～3％）を平

成25年度末で終了したことにより増額となっている。

　なお、当初の想定である給与の減額措置（平成22年度か

ら25年度まで実施）による効果は、約1億9,500万円の減額

である。

（※ 当初の計画では基準を人件費総額としているが、当該

額には給与以外のもの（例えば町に裁量がない退職手当

負担金等）も含まれていることから、効果測定は左記の基

準により行うこととした。）

　職員給料及び職員手当等における平成２２年度決算額と当該年度の決算額とを比較したもの。（※）

　《補足》 １－１－①「外郭団体の補助の見直し」において、見直しの一環として平成２４年度に社会福祉協議会から返納された ３，３５０万円（社会福祉基金からの

　　　　　　返納）を含めた場合、効果額は　７億２，８４９万円

　国保加入者のうち、平成２４年度から平成２６年度までに後発医薬品差額通知を発送した者（後発医薬

品未利用者）について、通知発送後に後発医薬品を利用した額と新薬の利用を仮定した額とを比較したも

の。（平成２４年度からの累積効果額）

達成率　16.68％

達成率　16.68％達成率　16.68％

達成率　16.68％

　目標額については、後発医薬品が普及する以前に先進

的に取り組みを進めていた自治体の数値を根拠に算出し

たが、本計画の取組みを始めた平成24年度時点では後発

医薬品がすでに普及していたため、差額通知の発送対象

者（後発医薬品未利用者）の切り替え前後の差額を効果額

とした本取組みについては、大きな効果が上がらなかっ

た。また、すでに後発医薬品を利用している者をも含めた

町全体の後発医薬品利用前と後との差額を効果額とする

ことも検討したが、システム上、その差額を出すことは不可

能であった。

額の合計

②人件費の見直し

④医療費の負担軽減

⑤町債残高の縮減
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